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交第３号議案 

   横浜市乗合自動車乗車料条例の一部改正 

 横浜市乗合自動車乗車料条例の一部を改正する条例を次のように

定める。 

平成29年２月14日提出 

横浜市長 林   文 子 

横浜市条例（番号） 

   横浜市乗合自動車乗車料条例の一部を改正する条例 

 横浜市乗合自動車乗車料条例（昭和23年８月横浜市条例第42号）

の一部を次のように改正する。 

 第４条第１項中「回数乗車券、」を削り、同条第２項中「回数乗

車券、」を削り、「又は定期乗車券」を「若しくは定期乗車券」に

改める。 

 第４条の２を次のように改める。 

第４条の２ 削除 

 第４条の４を次のように改める。 

第４条の４ 削除 

 別表回数乗車券の項を削り、同表通勤定期乗車券の項、通学定期

乗車券（甲種）の項及び通学定期乗車券（乙種 ) の項を次のように

改める。 

 

 

 

通勤定期乗車券   

１箇月  9,000 円に 1.08 を乗じて得た額     

３箇月 

 １箇月通勤定期乗車券の料金の額を３倍  

した額からその５分の額を割引きして得た  

額（その額に10円未満の端数がある場合は  

、その端数を四捨五入する。以下同じ。）  

  １箇月通勤定期乗車券の料金の額を６倍  
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６箇月 

 

した額からその１割の額を割引きして得た  

額                   

通学定期乗車券（甲 

種）        

１箇月 
 7,200円に1.08を乗じて得た額の10円未  

満の端数を四捨五入して得た額      

３箇月 

 １箇月通学定期乗車券（甲種）の料金の  

額を３倍した額からその５分の額を割引き  

して得た額               

６箇月 

 １箇月通学定期乗車券（甲種）の料金の  

額を６倍した額からその１割の額を割引き  

して得た額               

通学定期乗車券（乙 

種）        

１箇月 
 2,486円に1.08を乗じて得た額の10円未  

満の端数を四捨五入して得た額      

３箇月 

 １箇月通学定期乗車券（乙種）の料金の  

額を３倍した額からその５分の額を割引き  

して得た額               

６箇月 

 １箇月通学定期乗車券（乙種）の料金の  

額を６倍した額からその１割の額を割引き  

して得た額               
 

 別表高齢者割引全線定期乗車券の項中 

「 

 9,524円に1.08を乗じて得た額の10円未  

満の端数を四捨五入して得た額      

 ３箇月高齢者割引全線定期乗車券の料金  

の額を２倍した額からその１割の額を割引  

きして得た額              

               」  

を 

「 

 7,200円に1.08を乗じて得た額の10円未  

満の端数を四捨五入して得た額を３倍した  

額からその５分の額を割引きして得た額  

 7,200円に1.08を乗じて得た額の10円未  

満の端数を四捨五入して得た額を６倍した  
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額からその１割の額を割引きして得た額  

               」 

に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、企業管理規程で定める日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正前の横浜市乗合自動車乗車料条例（以下「

旧条例」という。）の規定により発売した回数乗車券及び団体１

日乗車券（旧条例第４条の４第１項に規定する団体１日乗車券を

いう。）は、なお当分の間、使用することができる。 

３ 旧条例の規定による料金で発売した定期乗車券は、横浜市乗合

自動車乗車料条例第９条第１項の規定にかかわらず、その通用期

間中に限り、使用することができる。 

 

   提 案 理 由 

 回数乗車券を廃止する等のため、横浜市乗合自動車乗車料条例の

一部を改正したいので提案する。 
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 参  考  

   横 浜 市 乗 合 自 動 車 乗 車 料 条 例 （ 抜 粋 ）  

                     上 段  改 正 案    
                    (下 段  現  行) 

 （ 共 通 乗 車 券 ） 

第 ４ 条  管 理 者 は 、 他 の 運 輸 機 関 と 協 定 に よ り 相 互 に 乗 車 で き る 第 

                       
 ２ 条 の ２ 第 １ 項 に 規 定 す る 種 類 の       カ ー ド 回 数 乗 車 券 
                回 数 乗 車 券 、 

 及 び 定 期 乗 車 券 （ 以 下 「 共 通 乗 車 券 」 と い う 。） を 発 行 す る こ と 

 が で き る 。 

                               
２  前 項 の 共 通 乗 車 券 の 料 金 は 、 第 ２ 条 の ２ 第 １ 項 に 規 定 す る   
                            回 数 

             若 し く は 定 期 乗 車 券 
     カ ー ド 回 数 乗 車 券          の 料 金 又 は 第 ５ 条 
 乗 車 券 、         又 は 定 期 乗 車 券 

 に 規 定 す る 特 殊 料 金 の 額 の 算 定 方 法 を 適 用 す る 。 

   （ 第 ３ 項 省 略 ） 

             
 （ 通 学 割 引 回 数 乗 車 券 ） 

      削 除                       
第 ４ 条 の ２ 

 管 理 者 は 、 次 に 定 め る 者 に 対 し て 、 通 学 割 引 回 数 乗 車 

               
 券 を 発 行 す る こ と が で き る 。 

                               
 (1)  学 校 教 育 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 26 号 ） 第 54 条 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 

                               
の 規 定 に よ り 設 置 さ れ た 高 等 学 校 の 通 信 制 の 課 程 及 び 同 法 第 70  

                               
  条 第 １ 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 54 条 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 の 規 定 

                               
  に よ り 設 置 さ れ た 中 等 教 育 学 校 の 後 期 課 程 の 通 信 制 の 課 程 の 生 

    
  徒 

                               
 (2)  学 校 教 育 法 第 84 条 の 規 定 に よ り 通 信 に よ る 教 育 を 行 う 大 学 に 

                               
  お い て 通 信 に よ る 教 育 を 受 け る 学 生 及 び 同 法 第 86 条 の 規 定 に よ 

                        
  り 設 置 さ れ た 通 信 に よ る 教 育 を 行 う 学 部 の 学 生 

                               
 (3)  放 送 大 学 学 園 法 （ 平 成 14 年 法 律 第 156 号 ） 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 

             
  定 す る 放 送 大 学 の 学 生 
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２  管 理 者 は 、 前 項 に 規 定 す る 通 学 割 引 回 数 乗 車 券 の 料 金 に つ い て 

                               
 、 １ 乗 車 に つ き 第 ２ 条 の ２ 第 １ 項 に 規 定 す る 大 人 普 通 乗 車 券 の 料 

                     
 金 の ２ 割 以 内 の 割 引 を す る こ と が で き る 。 

            
 （ 団 体 １ 日 乗 車 券 等 ） 

      削 除                       
第 ４ 条 の ４ 
      管 理 者 は 、 １ 枚 で 複 数 の 者 が 乗 車 で き る １ 日 乗 車 券 （ 

                               
以 下 「 団 体 １ 日 乗 車 券 」 と い う 。） を 発 行 す る こ と が で き る 。 こ 

                               
 の 場 合 に お い て 、 団 体 １ 日 乗 車 券 の 発 行 に つ い て 必 要 な 事 項 は 、 

          
 管 理 者 が 定 め る 。 

                               
２  前 項 の 団 体 １ 日 乗 車 券 の 料 金 は 、 第 ２ 条 の ２ 第 １ 項 に 規 定 す る 

                             
 １ 日 乗 車 券 の 料 金 を 基 礎 と し て 、 管 理 者 が 定 め る 額 と す る 。 

                               
３  管 理 者 は 、 特 に 必 要 と 認 め る と き は 、 前 項 に 規 定 す る 料 金 の 範 

                             
 囲 内 に お い て 第 １ 項 以 外 の 乗 車 券 を 発 行 す る こ と が で き る 。 

別 表 （ 第 ２ 条 の ２ ） 

乗車券の種類 乗  車  券  の  料  金  

               （省       略）               

          

回数乗車券     

          

１乗車につき    

                    

 大人普通乗車券の料金の額からその９分  

                    

１厘の額を割引きして得た額（その額に１  

                    

円未満の端数がある場合は、その端数を１  

                    

円に切り上げる。）           

               （省       略）               

 
１箇月       

          

 9,000円に1.08を乗じて得た額      

                    

 

 

 

通勤定期乗車券   

          

 

 

 
 

３箇月       

          

 １箇月通勤定期乗車券の料金の額を３倍  

                    

した額からその５分の額を割引きして得た  

                    

額（その額に10円未満の端数がある場合は  
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  、その端数を四捨五入する。以下同じ。）  

                    

 
６箇月       

          

 １箇月通勤定期乗車券の料金の額を６倍  

                    

した額からその１割の額を割引きして得た  

                    

額                   

                    

 

通学定期乗車券（甲 

         

種）        

          

１箇月       

          

 7,200円に1.08を乗じて得た額の10円未  

                    

満の端数を四捨五入して得た額      

                    

３箇月       

          

 １箇月通学定期乗車券（甲種）の料金の  

                    

額を３倍した額からその５分の額を割引き  

                    

して得た額               

                    

６箇月       

          

 １箇月通学定期乗車券（甲種）の料金の  

                    

額を６倍した額からその１割の額を割引き  

                    

して得た額               

                    

 

通学定期乗車券（乙 

         

種）        

         

１箇月       

          

 2,486円に1.08を乗じて得た額の10円未  

                    

満の端数を四捨五入して得た額      

                    

３箇月       

          

 １箇月通学定期乗車券（乙種）の料金の  

                    

額を３倍した額からその５分の額を割引き  

                    

して得た額               

                    

６箇月       

          

 １箇月通学定期乗車券（乙種）の料金の  

                    

額を６倍した額からその１割の額を割引き  

                    

して得た額               

                    

 

 

 

      

乗客が指  

      

定する乗 

    

１箇月 

                     

 8,572円に1.08を乗じて得た額の10円未  

                    

満の端数を四捨五入して得た額      

 
      

降停留場  
                    

 ２キロメートル以下の場合の１箇月通勤  
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通勤定期乗車券   
 
 
 
 
 
 
 
 

      

間の距離 

      

が２キロ 

      

メートル 

      

以下の場 

      

合（以下 

      

「２キロ 

      

メートル 

      

以下の場 

      

合」とい 

      

う。）  

 

    

３箇月 
 
 
 
 

                    

定期乗車券の料金の額を３倍した額からそ  

                    

の５分の額を割引きして得た額（その額に  

                    

10円未満の端数がある場合は、その端数を  

                    

四捨五入する。以下同じ。）       

    

６箇月 

                    

 ２キロメートル以下の場合の１箇月通勤  

                    

定期乗車券の料金の額を６倍した額からそ  

                    

の１割の額を割引きして得た額      

      

乗客が指 

      

定する乗 

      

降停留場 

      

間の距離 

      

が２キロ 

      

メートル 

      

を超える 

      

場合（以 

      

下「２キ 

      

ロメート 

      

ルを超え 

      

る場合」 

      

という。 

      

）    

    

１箇月 

                     

 9,000円に1.08を乗じて得た額      

 

 

    

３箇月 

                    

 ２キロメートルを超える場合の１箇月通  

                    

勤定期乗車券の料金の額を３倍した額から  

                    

その５分の額を割引きして得た額     

 

 

 

 

 

 

 

 

    

６箇月 

                    

 ２キロメートルを超える場合の１箇月通  

                    

勤定期乗車券の料金の額を６倍した額から  

                    

その１割の額を割引きして得た額     
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通学定期乗車券（甲 

          

種）        

      

２キロメ 

      

ートル以 

      

下の場合 

    

１箇月 

                     

 6,858円に1.08を乗じて得た額の10円未  

                    

満の端数を四捨五入して得た額      

 

 

    

３箇月 

                    

 ２キロメートル以下の場合の１箇月通学  

                    

定期乗車券（甲種）の料金の額を３倍した  

                    

額からその５分の額を割引きして得た額  

 

 

    

６箇月 

                    

 ２キロメートル以下の場合の１箇月通学  

                    

定期乗車券（甲種）の料金の額を６倍した  

                    

額からその１割の額を割引きして得た額  

      

２キロメ 

      

ートルを 

      

超える場 

      

合    

    

１箇月 

                     

 7,200円に1.08を乗じて得た額の10円未  

                    

満の端数を四捨五入して得た額      

 

 

    

３箇月 

                    

 ２キロメートルを超える場合の１箇月通  

                    

学定期乗車券（甲種）の料金の額を３倍し  

                    

た額からその５分の額を割引きして得た額  

 

 

    

６箇月 

                    

 ２キロメートルを超える場合の１箇月通  

                    

学定期乗車券（甲種）の料金の額を６倍し  

                    

た額からその１割の額を割引きして得た額  

 

      

２キロメ 

      

ートル以 

    

１箇月 

                     

 2,258円に1.08を乗じて得た額の10円未  

                    

満の端数を四捨五入して得た額      

 
                    

 ２キロメートル以下の場合の１箇月通学  

     

３箇月 

                    

定期乗車券（乙種）の料金の額を３倍した  

                    

額からその５分の額を割引きして得た額  

 

 

 

      

下の場合 

 

 

    

６箇月 

                    

 ２キロメートル以下の場合の１箇月通学  

                    

定期乗車券（乙種）の料金の額を６倍した  
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通学定期乗車券（乙 

                    

額からその１割の額を割引きして得た額  

          

種）        

      

２キロメ 

      

ートルを 

      

超える場 

      

合    

    

１箇月 

                     

 2,486円に1.08を乗じて得た額の10円未  

                    

満の端数を四捨五入して得た額      

 

 

 

    

３箇月 

                    

 ２キロメートルを超える場合の１箇月通  

                    

学定期乗車券（乙種）の料金の額を３倍し  

                    

た額からその５分の額を割引きして得た額  

 

 

 

    

６箇月 

                    

 ２キロメートルを超える場合の１箇月通  

                    

学定期乗車券（乙種）の料金の額を６倍し  

                    

た額からその１割の額を割引きして得た額  

高齢者割引全線定期 

乗車券       

３箇月 

 7,200円に1.08を乗じて得た額の10円未  

 9,524円に1.08を乗じて得た額の10円未  

満の端数を四捨五入して得た額を３倍した  

満の端数を四捨五入して得た額      

額からその５分の額を割引きして得た額  

                    

６箇月 

 7,200円に1.08を乗じて得た額の10円未  

 ３箇月高齢者割引全線定期乗車券の料金  

満の端数を四捨五入して得た額を６倍した  

の額を２倍した額からその１割の額を割引  

額からその１割の額を割引きして得た額  

きして得た額              

 

 

 


